
平成２６年５月２９日 

各 位 

                                 八戸市財政部契約検査課 

 

平成２６年度建設工事における入札参加者資格審査基準及び 

格付基準の改正について（お知らせ） 

 

八戸市では、次のとおり、建設工事等の競争入札参加者資格審査実施要綱を改正し、平成２６年

６月１日から実施することとしましたのでお知らせします。 

 

１ 主観的評価項目の見直しについて 

八戸市に本店を有する方の格付については、総合評定値に主観的数値を加えた合計値をもっ

て行っていますが、今回は、次のとおり、評価項目を見直します。 

      

改正前  改正後 

（７項目、満点：65点） （８項目、満点：75点） 

エコアクション21 エコアクション21 

除雪協力  除雪協力  

社会保険加入状況 社会保険加入状況 

工事成績評点 工事成績評点 

災害協力 災害協力 

障がい者雇用    障がい者雇用    

継続教育      継続教育      

 新規学卒者等雇用 ※追加 

  

 ○継続教育に係るプログラム認定対象団体の拡大（建築工事のみ） 

    建築工事において、継続教育認定対象団体に「建築ＣＰＤ運営会議」を追加します。 

    ※土木工事、造園工事に係る認定対象団体は、現行どおりです。 

    ※取得ユニット・単位に係る主観的数値の配点については、現行どおりです。 

 



  ○新規学卒者雇用に係る評価の追加 

    基準日から遡って３年間に次のいずれかを満たす者を、基準日時点で常時雇用している場

合、１人につき５点（上限１０点）を加点します。 

    ア 学校教育法第１条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（中学

部又は高等部に限る。）、大学（大学院、短期大学を含む。）若しくは高等専門学校又

は同法第124条に規定する専修学校を卒業した者 

    イ 職業能力開発促進法第15条の６第３項に規定する公共職業能力開発施設又は第31条に

規定する職業訓練法人が設置する認定高等職業訓練校の課程を修了した者（在職者訓練

を受けた者を除く。） 

    ※今回の基準日は、平成２６年２月１日現在となります。 

２ 格付基準について 

改正後の各等級の格付基準及び発注工事設計金額は別紙のとおりです。 

※発注工事設計金額については、現行どおりです。 

※技術者数区分については、現行どおりです。 

３ 実施期日 

平成２６年６月１日以後の競争入札参加資格について適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

別紙 

 

土木工事 

等級 

基準 
発注工事 
設計金額 総合評定 

値 区 分 
建 設 業 
許可区分 

技術者数区分 

Ａ級 

特Ａ 950以上 

特定 

国家資格１級を有する技術者が５名以上か
つ国家資格１級又は２級の資格を有する技
術者の合計が 10名以上 

3,000万円以上 

 900以上 
国家資格１級を有する技術者が１名以上か
つ国家資格１級又は２級の資格を有する技
術者の合計が５名以上 

3,000万円以上 
7,500万円未満 

Ｂ級 790以上 

特定又は 

一般 
 

1,000万円以上 
3,000万円未満 

Ｃ級 650以上 
400万円以上 
1,000万円未満 

Ｄ級 650未満 400万円未満 

ただし、特Ａの適用及び技術者数による区分は、市内に本店を有する者に限る。 

建築工事 

等級 

基準 
発注工事 
設計金額 総合評定 

値 区 分 
建 設 業 
許可区分 

技術者数区分 

Ａ級 

特Ａ 930以上 

特定 

国家資格１級を有する技術者が３名以上かつ
国家資格１級又は２級の資格を有する技術者
の合計が６名以上 

5,000万円以上 

 
820以上 

国家資格１級を有する技術者が１名以上かつ

国家資格１級又は２級の資格を有する技術者

の合計が３名以上 

5,000万円以上 
1億円未満 

Ｂ級 660以上 
特定又は 

一般 

 1,500万円以上 
5,000万円未満 

Ｃ級 660未満 1,500万円未満 

ただし、特Ａの適用及び技術者数による区分は、市内に本店を有する者に限る。 

 

 

 

 



電気工事 

等級 

基準 
発注工事 
設計金額 

総合評定値区分 建設業許可区分 

Ａ級 820以上 

特定又は一般 

1,600万円以上 

Ｂ級 650以上 
900万円以上 
1,600万円未満 

 
Ｃ級 650未満 900万円未満 

 

管工事 

等級 
基準 発注工事 

設計金額 総合評定値区分 建設業許可区分 

Ａ級 800以上 

特定又は一般 

1,600万円以上 

Ｂ級 670以上 
900万円以上 
1,600万円未満 

 
Ｃ級 670未満 900万円未満 

 

ほ装工事 

等級 

基準 
発注工事 
設計金額 総合評定 

値 区 分 
建 設 業 
許可区分 

技術者数区分 

Ａ級 860以上 特定 舗装施工管理技術者が１名以上 1,500万円以上 

Ｂ級 790以上 

特定又は 

一般 

 

800万円以上 

1,500万円未満 

Ｃ級 700以上 
500万円以上 

800万円未満 

Ｄ級 700未満 500万円未満 

ただし、技術者数による区分は、市内に本店を有する者に限る。 


